
 

                                                                       2023年 10月 9日 

      お客様各位 

FedEx 日本からの輸出入貨物の混雑時割増金改定のお知らせ 

 
   拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃は私共エコノミーエクスプレスサービスを 

ご利用頂きまして誠にありがとうございます。  

2023 年 9 月 4 日より、「繁忙期割増金」は「混雑時割増金」に名称を変更致します。 

また、2023 年 10 月 9 日より、FedEx 国際貨物に適用される割増金の一部が改定されます。 

混雑時割増金の適用、期間、金額は、当社の輸送ネットワーク内の出荷量および 

利用可能な輸送容量の定期的な評価、およびその他の考慮事項に基づいて、各地域ごとに決定致します。 

今後もお客様に最善のサービスを提供して参りますので、重ねてご理解の程よろしくお願い申し上げます。                                        

敬具 

記 
適用開始日：10 月 09 日以降の出荷分 

運用日 対象となる貨物 対象となる国 1 ㎏あたりの割増料金（円） 

2023 年 10 月 9 日  グローバル第三者国払い^日本払い貨物 20 円*（小口貨物 1） 

80 円*（重量貨物 2） 

日本からの輸出貨物 オーストラリア、ニュージーランド 

およびその他指定地域**向け 

270 円* 

上記を除く APAC 地域***向け 110 円* 

米国、カナダ、メキシコ、プエルトリコ 

および米領バージン諸島向け 

110 円* (小口貨物 1) 

220 円* (重量貨物 2) 

中南米およびその他指定地域 **** 110 円* (小口貨物 1) 

220 円* (重量貨物 2) 

それ以外の地域向け 130 円* 

インポートワン^日本着貨物 APAC 地域***からの輸入 110 円* 

インドからの輸入 80 円 

米国、カナダ、メキシコ、プエルトリコ、 

米領バージン諸島からの輸入 

20 円* (小口貨物 1) 

20 円* (重量貨物 2) (改定) 

中南米およびその他指定地域からの輸入 **** 20 円* (小口貨物 1) 

20 円* (重量貨物 2) (改定) 

それ以外の地域からの輸入 40 円* 
 

上記割増金の金額はあくまでも目安であり、お客様が FedEx にご登録されている料金体系または価格表により異なる場合があります。お客様の貨物の実際の追加料金を調べる

には、fedex.com でお客様のフェデックス・アカウントにログインし、「料金と配達所要時間」アプリケーションをご利用ください。 ご不明な点がございましたら、営業担当者

またはカスタマーサービスへお問い合わせください。 

 

* 出荷地に関わらず、小口貨物¹は 1 件につき 110 円、重量貨物²は 1 件につき 5,400 円のミニマム割増金が適用されます。実際の割増金は請求通貨に換算されます。 

 

# 米国、カナダ、メキシコ、プエルトリコ、中南米およびその他の特定地域****から日本への重量貨物には、出荷地に関わらず、１件につき 1,360 円のミニマム割増金が適用

されます。実際の割増金は請求通貨に換算されます。（改定） 

 

^インポートワンまたはグローバル第三国払いサービスに登録しているお客様のみに適用されます。インポートワンサービスに登録されているお客様は、料金契約に記載され

ているとおり、公表されている仕向地ベースの国際輸入エクスプレス基本料金に基づいて割引を受けることができます。グローバル第三者国払いサービスに登録されているお

客様は、料金契約に記載されているとおり、公表されているグローバル第三者国払いの基本料金に基づいて割引を受けることができます。インポートワンまたはグローバル第

三者国払いサービスにご登録されていないその他のお客様につきましては、輸入または第三者国払い貨物に適用される追加料金は、発送元の国／地域によって決定されます。 

 

1 小口貨物サービスとは、フェデックス・エンベロープ、フェデックス・パック、フェデックス・インターナショナル・プライオリティ（IP）、フェデックス・インターナショ

ナル・プライオリティ・エクスプレス（IPE）、フェデックス・インターナショナル・エコノミー（IE）、フェデックス・インターナショナル・ファースト（IF）、フェデックス

10 ㎏ボックス、フェデックス 25kg ボックス、フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・ダイレクトディストリビューション（IPD）、フェデックス・インターナ

ショナル・エコノミー・ダイレクトディストリビューション（IED）が対象です 

 

2 重量貨物サービスとは、フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト（IPF）、フェデックス・インターナショナル・エコノミー・フレイト（IEF）、フェ

デックス・インターナショナル・プライオリティ・ダイレクトディストリビューションフレイト（IDF）を指します 

 

** その他特定地域：アメリカ領サモア、ブルネイ、クック諸島、フィジー、ミクロネシア、グアム、カンボジア、ラオス、マーシャル諸島、モンゴル、北マリアナ諸島、ニ

ューカレドニア、フランス領ポリネシア、パプアニューギニア、 パラオ、東ティモール、トンガ、バヌアツ、ウォリス・フツナ諸島およびサモア（一部のレーンを除く）。  

 

*** アメリカ領サモア、オーストラリア、ブルネイ、クック諸島、中国本土、フィジー、ミクロネシア、グアム、中国香港特別行政区、インドネシア、カンボジア、韓国、ラ

オス、マーシャル諸島、モンゴル、中国マカオ特別行政区、北マリアナ諸島、マレーシア、ニューカレドニア、ニュージーランド、フランス領ポリネシア、パプアニューギニ

ア、フィリピン、パラオ、シンガポール、タイ、東ティモール、トンガ、台湾・中国、ベトナム、バヌアツ、ウォリス・フツナ諸島およびサモア（一部のレーンを除く）間で

輸送される貨物。 

 

**** 中南米およびその他特定地域：アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルバ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バミューダ、ボリビア、ボネール、サ

バ、シント・ユースタティウス、ブラジル、英領バージン諸島、グレートサッチ島、グレートトバゴ諸島、ヨーストヴァンダイク諸島、ノーマン島、ケイマン諸島、グランド

ケイマン、チリ、コロンビア、コスタリカ、キュラソー、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、仏領ギアナ、グレナダ、グアドループ、サン・バルテル

ミー、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルティニーク、モントセラト、ネビス、セント・クリストファー、セントクリストファー・ネイビス、

ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントルシア、シントマールテン、セントマーチン、セントビンセント、ユニオン島、スリナム、トリニダード・トバゴ、ターク

ス・カイコス諸島、ウルグアイ、ベネズエラ。 

    上記手数料に関するご質問、ご不明点につきましては、担当今里までお問合せをお願い致します。 

以上                  
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